操作方法について（山間地域提供協力金）

＜事業所アカウント申請＞（過去に認定給付汎用申請の事業所アカウントを申請済の場合は不要です。）
①　以下のＵＲＬにアクセスします。
https://kyotocity.form.kintoneapp.com/public/03da161ad98a02056b8fa983aa0cff81a70af15ff82a216dcb0a900b8473965f
[bookmark: _Hlk216080620][bookmark: _Hlk216081162]②　トヨクモ kintone連携サービスのログイン画面に進みますので、「メールアドレスでログイン」をクリックし、事業所等のメールアドレスを入力後、「送信」をクリックしてください。
③　上記②で入力したメールアドレス宛に、ログイン用のＵＲＬが届きます。
④　上記③で届いたＵＲＬにアクセスしてください。
⑤　事業所アカウント申請のフォームが表示されますので、法人名称等の情報を入力後、「送信」をクリックしてください。
※　トヨクモ kintone連携サービスを以前からお使いの場合は、②～④の作業が不要な場合があります。
[bookmark: _Hlk231377309][bookmark: _Hlk231378369]※　複数の事業所を担当する場合は、いずれか１つの事業所でアカウント申請した後に、アプリ内の「A3【京都市介護保険】（認定給付汎用申請）担当事業所情報追加」の項目から事業所情報を追加してください。
※　アカウント登録数に制限があるため、長期間利用のない場合は、本市で削除することがあります。削除後に、過誤申立が必要となった場合は、再度アカウント申請いただくことでご利用できます。

＜ログイン・利用開始＞
①　アカウント情報登録完了のメールが届いたら、以下のＵＲＬにアクセスしてください。
https://account.kintoneapp.com/
②　ログイン後、アプリ内の「Ｄ０　【京都市介護保険】（認定給付汎用申請）山間地域提供協力金_手続開始」の項目から手続開始の操作をしてください。
[bookmark: _Hlk216081155]※　アカウント申請の直後は自動ログイン可能ですが、一定期間を経過すると再度上記②～④作業が必要となります

＜山間地域提供協力金のアプリ機能について＞
[bookmark: _Hlk231378394]「Ｄ１　【京都市介護保険】（認定給付汎用申請）山間地域提供協力金_申請書第1号様式提出」
・山間地域提供協力金の申請書第1号様式を提出することができます。
「Ｄ２　【京都市介護保険】（認定給付汎用申請）山間地域提供協力金_申請書第2号様式提出」
　・山間地域提供協力金の申請書第2号様式を提出することができます。
「Ｄ３　【京都市介護保険】（認定給付汎用申請）山間地域提供協力金_利用者入力情報登録」
　・こちらから、あらかじめ利用者の情報を登録しておくと、申請書第2号様の入力の際にデータを引用することができます。継続的な利用が見込まれる利用者の場合は、次回以降の申請時に入力がスムーズになります。
「Ｄ４　【京都市介護保険】（認定給付汎用申請）山間地域提供協力金_利用者入力情報修正／取消」
　・登録済みの利用者入力情報を修正／取消することができます。
「Ｄ５　【京都市介護保険】（認定給付汎用申請）山間地域提供協力金_申請書第1号様式データ送信履歴確認」
　・申請書第1号様式のデータ送信履歴を確認することができます。
「Ｄ６　【京都市介護保険】（認定給付汎用申請）山間地域提供協力金_申請書第2号様式データ送信履歴確認」
　・申請書第2号様式のデータ送信履歴を確認することができます。
